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 第２回（ 4/14）パート１ いま、法と法学は 

 

 第３回（ 4/21）パート２   児童虐待への法的対応 

 

  Ⅰ  前提  

      １ 児童虐待の現状 

   ２  民法と学校教育法 

 

  Ⅱ  最近の立法 

   １  児童の権利条約 

        (1)  こどもの時代 (2)  条約の効力と内容 

   ２  児童虐待防止法の制定など 

    (1)  児童虐待防止法の制定 (2)  児童福祉法の改正 

        (3)  その後のさらなる改正 

   ３  民法の改正へ 

    (1)「親権の壁」(2)  親権制限の適正化 

 

  Ⅲ  二つの法体系 

   １  古典的な法体系―司法法 

    (1)  司法法としての５法典 (2)  民事と刑事、実体と手続 

   ２  現代的な法体系―行政法 

        (1)  行政法の登場 (2)  機能的な体系へ 

 

 第４回（ 4/28）パート３ 児童虐待防止の社会的背景 
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児童虐待相談件数 

                                                （ H.19 厚生労働省） 

 

虐待の内訳 

                                               （ H.18 厚生労働省） 
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